
平成42（2030）年頃を展望し、おおむね10年間（平成34年まで）とする。ただし、愛知目標の達成に向け、

平成32（2020）年を目安とし、原則として５年ごとに見直す

生 物 多 様 性 ひ ょ う ご 戦 略 の 改 定

１ 戦略策定の趣旨
これまでの取組を体系的に整理し、その中で明らかとなった課題に対応していくため

の総合的な指針となる戦略を策定

２ 戦略策定の目的
○県の施策を有機的に連携させ、総合的・体系的・計画的に推進
○県民、事業者、民間団体、行政などが生物多様性の保全に取り組むよう方向付け

３ 戦略の性格
○生物多様性基本法第13条に基づく計画
○上位計画である兵庫県環境基本計画（案）における「自然共生」の具体化を図る戦
略

○市町の生物多様性に関する戦略の策定や実施において尊重されるべき基本指針で
あり、民間団体等の活動に際して尊重されるべき基本指針

４ 戦略の期間
おおむね10年間（平成29年度まで）とし、原則として５年ごとに見直し

生物多様性ひょうご戦略（平成２１年３月策定）

○策定手法
・各地域において活発に活動している多くのＮＰＯ等の活動団体に対して、
意見交換会、戦略に記載すべき内容に関するアンケート調査などを実施し、
広く県民の意見を反映して戦略を策定

○内容の特徴
・森・川・海・里地・都市域の各生態系ごとに、動植物の種類や生息状況や
生息数の動向など兵庫県が有する生物多様性の豊かさを詳細に記述

・コウノトリの野生復帰など兵庫県の先導的な取組とＮＰＯの多彩な活動実
績をとりまとめ

○取組の特徴
・県や市町のすべての事業において生物多様性の視点を取り入れるために、
アドバイザーの設置や工法等の手引きとなる生物多様性配慮指針などの基
盤整備を重点的に推進

・ＮＰＯ等の活動をさらに充実・強化するために、ＮＰＯ等の交流や情報共
有を図るネットワーク化を推進

ひょうご戦略の特徴

１ 「生物多様性ひょうご戦略」の新たな行動計画、数値目標を設定

・平成21年３月の策定以降の生物多様性を巡る動向や社会経済情勢、環境問題の変化などに適切に対応

・行動計画、数値目標の評価を行い、今後のあり方、方向性などを整理し、新たな行動計画、数値目標を設定

２ 生物多様性国家戦略を踏まえつつ、兵庫県環境基本計画に基づく本県独自の特色を持った戦略を策定

・平成22年10月の生物多様性条約第10回締約国会議（ＣＯＰ10）で採択された愛知目標の達成に向け、平成24年９

月に改定された「生物多様性国家戦略2012-2020」を踏まえつつ、環境施策の総合的かつ計画的な推進を図るための

兵庫県環境基本計画に基づく、本県独自の特色を持った戦略とする

改 定 の 方 針

○「生物多様性のめぐみ」と「自然共生」の再認識

私たちの暮らしは、生物多様性やそこからもたらされる生態系サービスに支えられおり、自然を守り、自然と共

生していくためには、その価値を評価することが必要である。将来の世代が豊かに暮らすためにも、生物多様性保

全と自然共生の必要性を再認識し、記載した

○生物多様性を支えるＮＰＯ等との連携の強化

あらゆる主体が協働し地域の特徴を活かして取り組む「地域力」を環境づくりの基盤とする視点から、貴重種や

外来種を対象に活動しているＮＰＯ等と連携して、種の状況を監視・調査するネットワークを構築し、情報を収集

することにより、レッドリストやブラックリストの追加・削除を行い、生物多様性の保全につなげることを行動計

画に追加した

○愛知目標に向けた取組の明確化

「生物多様性条約第10回締約国会議」（ＣＯＰ10）において採択された20の愛知目標の達成に向け、本県として

取り組むべき15の目標を生物多様性ひょうご戦略の中で明らかにした

改 定 の 特 徴

すべてのいのちが共生する兵庫をわたしたちの手で未来へ

１ いのちの大切さを基本に、参画と協働のもとで多様な生物を育む社会

２ 人の営みと自然が調和し、多様な生物のいのちのつながりと恵みが循環・持続

する社会

３ 地域性豊かな自然と文化を守り育てる社会

理 念

目 標

戦 略 の 期 間

資 料 ３



２ 参画と協働による生物多様性活動の
推進

(1) ＮＰＯ等の活動支援・ネットワーク化
(2) 生物多様性の重要性に関する県民等への

普及啓発
(3) 企業のＣＳＲ活動等への支援

＜調和の推進＞
・地域ぐるみの農村環境保全活動の実施
・里山林の再生、藻場の造成
・農山漁村・森林ボランティアの参加促進
・「特定鳥獣保護管理計画」による適正捕獲・被害防除・
生息地管理の実施

・災害に強い森づくり（第１期）の実施
・六甲山系グリーンベルト整備事業の推進
・情報収集の実施

◇農林水産業振興と生物多様性の双方のバランスを考え
た事業の推進を官民一体となった取組

◇科学的で計画的な野生動物の捕獲・保護管理の促進
◇遺伝子多様性の維持の継続
◇災害に強い森づくり（第２期）の実施等、生物多様性と
調和する防災事業等の継続

◇野生動物育成林整備事業等の拡充

生物の生息・生育状況は、環境
の変化によって刻々と変化して
いるため、既存データの定期的
な見直し

制度の有効な活用に向けた仕組
みづくり

地域住民、県民や企業等がＮＰ
Ｏ等の活動に進んで参画できる
ような仕組みづくり

ＮＰＯ等の継続的・安定的活動
のための活動資金の確保、会員、
活動場所などの情報提供・連携
と、次代を担う子供たちへの環
境学習の充実

企業が生物多様性に関わる意義
の啓発、働きかけ

安全・安心な産物の供給や企業
活動と生物多様性の調和の実現
のため、さらに官民一体となっ
た連携

野生動物の増加による生態系へ

の悪影響

さらなる生物多様性の浸透を図
るための有効かつ実行性のある
基盤づくりが必要

環境の保全と創造に関する条例
を活用した生物多様性重点対策
種の指定が必要

地域の保全の取組支援が必要

現 計 画 取 組 状 況 課 題 H25～ の主な取組方向（継続強化含める）

行動を支える基盤整備
(1) 生物多様性支援拠点の整備
・生物多様性アドバイザーの紹介、相談窓口
・多様な生物情報の収集・管理

(2) 生物多様性保全のための予防的措置の充実
・絶滅のおそれのある種の遺伝子の保存
・生物多様性重点対策種の指定
・環境影響評価の推進

(3) 重要地域保全のための国際的な仕組みの活用
・生物圏保存地域としての指定支援
・世界ジオパークの登録支援

・「人と自然の博物館」を支援拠点とし、情報収集・提
供、生物多様性アドバイザーの運用を実施

・野生動物の保護管理（ワイルドライフ・マネジメント）
推進拠点として、森林動物研究センターを設置

・人と自然の博物館のジーンバンク機能の継続、アドバ
イザーの支援による民間企業での希少植物のレフュ
ージア(一時避難所)の実施

・生態系のレッドリストを踏まえ、環境影響評価指針に
生態系を位置付け

・山陰海岸ジオパーク認定及び円山川下流域・周辺水田
ラムサール条約湿地登録

◇生物多様性にかかる様々な情報発信を通じ、生物
多様性の浸透を図る

◇絶滅のおそれのある種や遺伝子の保存、生物多様
性重点対策種の指定、環境影響評価の推進を継続
・生息域外保全協定制度（貴重種避難の際の工場緑地
内での受入等）の創設・募集【再掲】

◇GIAHS(世界重要農業遺産)や人間と生物圏計画
(MAB)に基づくユネスコエコパーク(BR)指定制度
の活用の検討、ラムサール条約湿地の潜在候補地
の登録支援を継続

生物多様性条約締約国会議（ＣＯＰ）、ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ国際パートナーシップなど国際会議での兵庫県の取組の情報発信

改 定 の 基 本 的 方 向

森づくりと野生動物被害防止対

策等の連携

生 物 多 様 性 の 保 全

１ すべての事業で生物多様性の視点を

もつことができる仕組みの確立

(1) 生物多様性配慮指針の作成

(2) 新たなレッドデータブックの作成

(3) 外来生物対策の推進

(4) 生物多様性アドバイザーの設置

３ 人の営みと生物多様性の調和の推進（自
然との共生）

(1) 生物多様性に配慮した農林水産業の振興
(2) 野生動物の適切な保護管理の推進
(3) 防災機能と生物多様性との調和の推進
(4) 地球温暖化への対応

＜仕組みの確立＞
・公共工事等実施時の生物多様性配慮指針の作成
・配慮指針の取組事例の集約・公表
・「ひょうご・人と自然の川づくり事例集2011」の作成
・１６分野のレッドデータブックを順次改訂
・外来生物リスト(ブラックリスト)作成、改訂
・外来生物（アライグマ・ヌートリア等）防除マニュア
ルの改訂

・生物多様性アドバイザーの登録

＜参画と協働＞
・ＮＰＯ等の活動発表会・交流会の開催
・「ひょうごの生物多様性ひろば」ホームページの開設・

運営
・生物多様性保全プロジェクト基金の設置 
・グリーンツーリズムバス・エコツーリズムバスの実施 
・体験型環境学習「ひょうごっこグリーンガーデン」「ひ

ょうごグリーンスクール」の実施 
・企業の森づくり 
・「ひょうごグリーンサポーター」の募集・登録 
・出前講座の開催及び環境学習サポーター登録・紹介制
度の実施 

・自然保護指導員対象の研修会などの実施 
・企業対象フォーラム等での講演・説明・相談等の対応
実施 

 
◇生物多様性地域戦略の策定 
◇既存のレッドリスト、ブラックリスト（要注意外来生物
リスト）の更新及び配慮指針等の事例集の作成、更新 

◇レッドデータブックの計画的な更新と啓発 
 ・市町等のレッドリスト、生き物調査結果等の収集 
◇生物多様性アドバイザーの活用の仕組みの確立 

 
◇シンポジウム、研修・交流会の定期的な開催によるネッ
トワークの拡大推進 

◇生物多様性保全プロジェクトの支援 
・企業参加と基金への寄付の働きかけの実施 

◇ＮＰＯとの連携促進 
 ・特定の貴重種、外来種を対象に活動している団体による“見

守り隊”登録、ホームページでの情報提供 
◇生物多様性保全プロジェクト等のＰＲやホームページ

の充実による県民、企業等の意識醸成 
◇ふるさと意識を醸成する環境学習 
◇生物多様性への理解が深まる環境学習におけるＮＰＯ
等の活用 

◇生物多様性に関わる業種以外の企業も含めた活動を活
発化するための啓発 

 ・生息域外保全協定制度（貴重種避難の際の工場緑地内での受
入等）の検討 
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